
行政書士試験問題

平成 27 年－問題 1 

第二次世界大戦後に日本で生じた法変動に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ

か。

1.敗戦後の住宅難に対応するため借地法と借家法が制定された。

2.労働者の権利を拡張するものとして労働組合法が制定された。

3.公正で自由な経済的競争を促進するもく的で独占禁止法が制定された。

独占禁止法は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

4.地方自治を強化するものとして地方自治法が制定された。

5.英米法的な観点を加えた新しい刑事訴訟法が制定された。

平成 27 年－問題 2 

裁判には、「判決」、「決定」および「命令」の形式上の区別がある。これらの裁判の形

式上の区別に関する次の記述のうち、明らかに妥当でないものはどれか。

1.「判決」とは、訴訟事件の終局的判断その他の重要な事項について、裁判所がする裁判

であり、原則として口頭弁論に基づいて行われる。口頭弁論は、刑事訴訟では公判と呼ば

れる。以下同じ。

2.「決定」とは、訴訟指揮、迅速を要する事項および付随的事項等について、「判決」よ

りも簡易な方式で行われる裁判所がする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。

3.「命令」は、「決定」と同じく、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判であるが、

裁判所ではなく個々の裁判官が機関としてする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しな

い。

4.「判決」には、家事事件および少年事件について、家庭裁判所がする審判も含まれ、審

判は原則として口頭弁論に基づいて行われる。

5.「判決」の告知は、公開法廷における言渡し、または宣告の方法により行われるが、

「決定」および「命令」の告知は、相当と認められる方法により行うことで足りる。

平成 27 年－問題 3 

外国人の人権に関する次の文章のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないも

のはどれか。



1.国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣

旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。

2.わが国に在留する外国人は、憲法上、外国に一時旅行する自由を保障されているもので

はない。

3.政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外

国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が

及ぶ。

4.国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が

公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわが国の法体系の想定するところでは

ない。

5.社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別

の条約の存しない限り、その政治的判断によってこれを決定することができる。
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次の文章は、基本的人権の分類についてかつて有力であったある考え方を整理・要約した

ものである。1～5は、この分類ではいずれも「生存権的基本権」と関係があるが、その

本来的な特徴を備えているとはいえないものが一つだけ含まれている。それはどれか。 

我妻栄は、基本的人権を、大きく、「自由権的基本権」と「生存権的基本権」に二分し、

憲法 25条から 28条までの権利を生存権的基本権に分類するとともに、自由権的基本権

には、各種の自由権や法の下の平等のほか、請願権、国家賠償請求権、刑事補償請求権、

公務員の選定・罷免権などが、「自由権的基本権を確保するための諸権利」として一緒に

分類されている。「自由権的基本権」と「生存権的基本権」とを区別するにあたっては、

基本的人権の歴史的推移に着目し、第一に、基本的人権の内容について、前者が「自由」

という色調をもつのに対して、後者は「生存」という色調をもつという差異があること、

第二に、基本的人権の保障の方法について、前者が「国家権力の消極的な規制・制限」で

あるのに対して、後者は「国家権力の積極的な配慮・関与」であることを指摘している。

（中略）

我妻説が、19世紀的自由権的基本権と 20世紀的生存権的基本権とを截然と二分し、両者



が異質の権利であるという面を強調したのに対して、今日では、社会権と自由権との区分

の有用性を認めたうえで、社会権と自由権の区別が相対的であり、社会権に自由権的な側

面が存在することは、一般的に認められるに至っている。

（中村睦男『社会権の解釈』（1983年）4-9 頁）

1.国による生活保護の給付

2.無償による義務教育の提供

3.勤労条件の法律による保障

4.争議行為の刑事免責

5.社会保障制度の充実
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次の文章は、自衛隊基地建設のために必要な土地の売買契約を含む土地取得行為と憲法 9

条の関係を論じた、ある最高裁判所判決の一部である（原文を一部修正した。）。ア～オ

の本来の論理的な順序に即した並び順として、正しいものはどれか。
 

ア　憲法 9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動

に対する規範は、私法的な価値秩序とは本来関係のない優れて公法的な性格を有する規範

である。

イ　私法的な価値秩序において、憲法 9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の

不保持などの国家の統治活動に対する規範が、そのままの内容で民法 90条にいう「公ノ

秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営

むということはない。

ウ　憲法 9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動

に対する規範は、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信

義則、取引の安全等の私法上の規範によつて相対化され、民法 90条にいう「公ノ秩序」



の内容の一部を形成する。

エ　憲法 9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動

に対する規範にかかわる私法上の行為については、私法的な価値秩序のもとにおいて、社

会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が、社会の一般的な観念として確立し

ているか否かが、私法上の行為の効力の有無を判断する基準になるものというべきである。

オ　憲法 9条は、人権規定と同様、国の基本的な法秩序を宣示した規定であるから、憲法

より下位の法形式によるすべての法規の解釈適用に当たつて、その指導原理となりうるも

のであることはいうまでもない。

1.ア　イ　ウ　エ　オ

2.イ　ウ　エ　オ　ア

3.ウ　エ　オ　ア　イ

4.エ　オ　ア　イ　ウ

5.オ　ア　イ　ウ　エ
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司法権の限界に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないも

のはどれか。

1.具体的な権利義務ないしは法律関係に関する紛争であっても、信仰対象の価値または教

義に関する判断が前提問題となる場合には、法令の適用による解決には適さず、裁判所の

審査は及ばない。

2.大学による単位授与行為（認定）は、純然たる大学内部の問題として大学の自律的判断

にゆだねられるべきものであり、一般市民法秩序と直接の関係を有すると認めるにたる特

段の事情がない限り、裁判所の審査は及ばない。

3.衆議院の解散は高度の政治性を伴う国家行為であって、その有効無効の判断は法的に不

可能であるから、そもそも法律上の争訟の解決という司法権の埒外にあり、裁判所の審査

は及ばない。



4.政党の結社としての自律性からすると、政党の党員に対する処分は原則として自律的運

営にゆだねるべきであり、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる

限りは、裁判所の審査は及ばない。

5.地方議会議員の出席停止処分は、除名とは異なり議員の権利行使の一時的制約にすぎず、

議会の内部規律の問題として自治的措置にゆだねるべきであるから、裁判所の審査は及ば

ない。
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財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1.国費の支出は国会の議決に基づくことを要するが、国による債務の負担は直ちに支出を

伴うものではないので、必ずしも国会の議決に基づく必要はない。

2.予算の提出権は内閣にのみ認められているので、国会は予算を修正することができず、

一括して承認するか不承認とするかについて議決を行う。

3.予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づき予備費を設けることが

できるが、すべての予備費の支出について事後に国会の承認が必要である。

4.予算の公布は、憲法改正・法律・政令・条約の公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為

とされている。

5.国の歳出の決算は毎年会計検査院の検査を受けなければならないが、収入の見積もりに

すぎない歳入の決算については、会計検査院の検査を受ける必要はない。
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裁判による行政上の義務履行確保について、最高裁判所の判決に照らし、妥当な記述はど

れか。

1.国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める

訴訟は、法令の適用により終局的に解決することができないから、法律上の争訟に該当し

ない。

2.国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める

訴訟は、このような訴訟を提起することを認める特別の規定が法律にあれば、適法となり

うる。



3.国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、終局

的には、公益を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするもので

はないから、法律上の争訟には該当しない。

4.国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める

訴訟は、行政上の義務履行確保の一般法である行政代執行法による代執行が認められる場

合に限り、不適法である。

5.国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、法律

上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるわけではないが、現行法上、こうした訴

訟を認める特別の規定があるため、提起することが許されている。
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国と国家公務員との法律関係に関する次の記述のうち、最高裁判所の判決に照らし、正し

いものはどれか。

1.国と国家公務員は特別な社会的接触の関係にあるので、公務災害の場合、国は、一般的

に認められる信義則上の義務に基づいて賠償責任を負うことはない。

2.安全配慮義務は私法上の義務であるので、国と国家公務員との間の公務員法上の関係に

おいては、安全配慮義務に基づく責任は認められない。

3.公務災害に関する賠償は、国の公法上の義務であるから、これに民法の規定を適用する

余地はない。

4.公務災害に関する賠償については、国家賠償法に基づく不法行為責任が認められる場合

に限られ、上司等の故意過失が要件とされる。

5.公務災害に関わる金銭債権の消滅時効期間については、早期決済の必要性など行政上の

便宜を考慮する必要がないので、会計法の規定は適用されず、民法の規定が適用される。
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行政立法に関する次の会話の空欄［ ア ］～［ エ ］に当てはまる語句の組合せとして、

正しいものはどれか。 

教員Ａ　｢今日は行政立法に関して少し考えてみましょう。Ｂ君、行政立法の具体例をい

くつか挙げることができますか？」

学生Ｂ　｢そうですね。建築基準法施行規則や所得税基本通達があります。」

教員Ａ　｢よく知っていますね。建築基準法施行規則はその名のとおり建築基準法の委任



に基づき定められた［ ア ］ですね。国民の権利義務に関わる規定を含むものですから、

講学上は［ イ ］に分類 されます。Ｃさん、所得税基本通達は何に分類されるでしょう

か？」

学生Ｃ　｢所得税基本通達は、国税庁内部で上級機関が下級機関に発する事務処理の取決

めのことですから、［ ウ ］でしょうか？」

教員Ａ　｢そのとおりですね。では、［ イ ］の中には、性質の異なる二種類のものがあ

ることを知っていますか？」

学生Ｂ・Ｃ　｢どういうことでしょうか？」

教員Ａ　｢質問の仕方を変えると、［ イ ］の中には、新たに権利義務を設定するのでは

なく、法律を実施するための技術的細目を定めるものがありますよね。」

学生Ｂ　｢［ エ ］のことですね。申請書の様式を定める規定がこれにあたると言われて

います。」

教員Ａ　｢正解です。ただ、このような分類枠組みについては今日では疑問視されている

ことにも注意してください。」 

ア イ ウ エ

1. 省令 法規命令 行政規則 執行命令

2. 省令 行政規則 法規命令 委任命令

3. 政令 法規命令 行政規則 委任命令

4. 政令 行政規則 法規命令 執行命令

5. 政令 法規命令 行政規則 独立命令
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行政手続法による意見公募手続につき、妥当な記述はどれか。



1.意見公募手続に関する規定は、地方公共団体による命令等の制定については適用されな

いこととされているが、地方公共団体は、命令等の制定について、公正の確保と透明性の

向上を確保するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2.意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、結果

を公示しなければならないが、意見の提出がなかったときは、その旨の公示は必要とされ

ない。

3.意見公募手続においては、広く一般の意見が求められ、何人でも意見を提出することが

できるが、当該命令等について、特別の利害関係を有する者に対しては、意見の提出を個

別に求めなければならない。

4.意見公募手続において提出された意見は、当該命令等を定めるに際して十分に考慮され

なければならず、考慮されなかった意見については、その理由が意見の提出者に個別に通

知される。

5.意見公募手続の対象である命令等には、法律に基づく命令又は規則のほか、審査基準や

処分基準など、処分をするかどうかを判断する基準は含まれるが、行政指導に関する指針

は含まれない。
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次に掲げる行政手続法 2条が定める定義の空欄［ ア ］～［ オ ］に当てはまる語句の組

合せとして、正しいものはどれか。 

申請　――　法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の［ ア ］に対し何らかの

利益を付与する処分（以下「許認可等」という。）を求める行為であって、当該行為に対

して行政庁が［ イ ］をすべきこととされているものをいう。

不利益処分　――　行政庁が、法令に基づき、［ ウ ］を名あて人として、直接に、これ

に義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。

行政指導　――　行政機関がその任務又は［ エ ］の範囲内において一定の行政目的を実

現するため［ オ ］に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為で

あって処分に該当しないものをいう。 

ア イ ウ エ オ

1. 特定の者 一定の処分 特定の者 法律に基づく命令 特定の者

2. 自己 諾否の応答 不特定の者 法令 不特定の者

3. 利害関係を有する者 諾否の応答 特定の者 管轄 特定の者

4. 特定の者 一定の処分 不特定の者 職務命令 不特定の者



5. 自己 諾否の応答 特定の者 所掌事務 特定の者
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Ｘ省では、ホームページに、「行政手続法、よくある質問と回答」の内容を掲載しようと

検討している。以下はその原稿案である。これらのうち、誤りを含むものはどれか。

1.　Ｑ「ある営業の許可のための申請をしようと思っています。役所でどのような点を審

査することになるのか、事前に知ることはできますか？」

→Ａ「役所は、申請を認めるべきかどうか役所側が判断するときの基準をできる限り具体

的に定め、誰でも見ることができるようにしておかなければなりません。この基準は、原

則として公にされています。」

2.　Ｑ「私がしようとしている許可申請については、Ａ県知事が許可・不許可処分をする

ことになっています。処分の根拠は法律に定められているようです。行政手続法が適用さ

れるのでしょうか？」

→Ａ「地方公共団体の役所がするそのような処分については、行政手続法の規定は適用さ

れません。当該地方公共団体が行政手続条例を定めていれば、行政手続条例が適用される

ことになります。」

3.　Ｑ「許可の申請をした結果はいつ頃わかるのか、目安を知りたいのですが？」

→Ａ「役所は、申請が届いてから結論を出すまでに通常の場合必要とする標準的な期間を

あらかじめ定めるように努め、定めたときは公にしておかなければならないことになって

います。ここで定められた期間が、申請の処理にかかる時間の目安となります。」

4.　Ｑ「許可申請をしたのに、いつまでたっても返答がないのですが？」

→Ａ「申請書が役所に届いたら、役所は直ちに審査を開始することになっています。役所

が申請を受け取らなかったり、審査をせずに放置しておくなどの取扱いは行政手続法上許

されていません。申請先の役所に状況を問い合わせてみましょう。」

5.　Ｑ「申請が不許可になった場合、その理由は教えてもらえるのでしょうか？」

→Ａ「役所は、申請を許可できない、不許可にする、という場合には、処分と同時に（書

面でするときは書面で）その理由を示すことになっています。」

平成 27 年－問題 14

行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決に関する次の記述のうち、正しいものはど

れか。



1.処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法で

あるとき、または審査請求に理由がないときは、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下す

る。

2.不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対しすみや

かに申請を認める処分をすべき旨を命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。

3.処分についての審査請求に理由があり、審査庁が裁決で当該処分の変更を命ずることが

できる場合において、公の利益に著しい障害が生じることを防ぐため必要があると認める

ときは、審査庁は、審査請求人の不利益に処分の変更を命ずることもできる。

4.事実行為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、処分庁に対し、当該事実

行為の全部または一部を撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する。

5.処分についての審査請求の裁決には、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様の事情裁

決の制度があるが、事情裁決が行われるのは、処分が違法である場合に限られ、処分が不

当である場合には行われない。

平成 27 年－問題 15

処分についての審査請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.審査請求の審理は、書面によるのが原則であるが、申立人の申立てがあった場合には、

審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2.審査請求は、行政の適正な運営を確保することを目的とするため、一般概括主義がとら

れており、国会および裁判所が行う処分以外には、適用除外とされている処分はない。

3.審査請求は、行政の適正な運営を確保することを目的とするため、対象となる処分に利

害関係を有さない者であっても、不服申立てができる期間であれば、これを行うことがで

きる。

4.審査請求は、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度であるから、審査請求

が行われた場合には、処分の効力は、裁決が行われるまで停止する。

5.審査請求は、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度であるから、審査請求

に対する審査庁の判断が一定期間内に示されない場合、審査請求が審査庁によって認容さ

れたとみなされる。

平成 27 年－問題 16

事情判決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。



1.事情判決は、処分取消しの請求を棄却する判決であるが、その判決理由において、処分

が違法であることが宣言される。

2.事情判決においては、公共の利益に著しい影響を与えるため、処分の取消しは認められ

ないものの、この判決によって、損害の賠償や防止の措置が命じられる。

3.事情判決に関する規定は、義務付け訴訟や差止訴訟にも明文で準用されており、これら

の訴訟において、事情判決がなされた例がある。

4.事情判決に関する規定は、民衆訴訟に明文では準用されていないが、その一種である選

挙の無効訴訟において、これと同様の判決がなされた例がある。

5.土地改良事業が完了し、社会通念上、原状回復が不可能となった場合、事業にかかる施

行認可の取消訴訟は、訴えの利益を失って却下され、事情判決の余地はない。

平成 27 年－問題 17

行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述のうち、妥当な記述はどれか。

1.処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではなく、そ

れに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。

2.処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ以前あ

るいはそれ以後になすことは認められない。

3.本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認めた場合

には、職権で処分の執行停止をすることができる。

4.処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達すること

ができる場合には、することができない。

5.処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見を

きかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。

平成 27 年－問題 18

行政事件訴訟法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 

ア　処分の差止めの訴えの審理中に当該処分がなされた場合、差止めの訴えは、当該処分

の取消しの訴えとみなされる。

イ　取消判決は、その事件について、処分庁その他の関係行政庁を拘束すると定められて

いるが、同規定は、公法上の当事者訴訟に準用されている。

ウ　不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起する



ことができ、それ以外の第三者が提起することは許されない。

エ　裁判所は、必要であると認めるときは、職権で、処分をした行政庁以外の行政庁を訴

訟に参加させることができるが、その行政庁から申し立てることはできない。

オ　行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、相手方に対し、取

消訴訟の被告とすべき者等を教示しなければならないが、審査請求に対する裁決をする場

合には、それに対する取消訴訟に関する教示の必要はない。 

1.ア・イ

2.ア・オ

3.イ・ウ

4.ウ・エ

5.エ・オ

平成 27 年－問題 19

国家賠償法1条1項に関する最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、正しいものはど

れか。

1.非番の警察官が、もっぱら自己の利をはかる目的で、職務を装って通行人から金品を奪

おうとし、ついには、同人を撃って死亡させるに至った場合、当該警察官は主観的に権限

行使の意思をもってしたわけではないから、国家賠償法1条1項の適用は否定される。

2.パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三

者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、

警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該

追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められない。

3.飲食店の中でナイフで人を脅していた者が警察署まで連れてこられた後、帰宅途中に所

持していたナイフで他人の身体・生命に危害を加えた場合、対応した警察官が当該ナイフ

を提出させて一時保管の措置をとるべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の

余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法

性は認められない。

4.旧陸軍の砲弾類が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合、

警察官は警察官職務執行法上の権限を適切に行使しその回収等の措置を講じて人身事故の



発生を防止すべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、

かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。

5.都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他

人に損害を与えた場合、犯罪の捜査が司法警察権限の行使であることにかんがみれば、国

家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは原則として司法権の帰属する

国であり、都道府県はその責めを負うものではない。

平成 27 年－問題 20

Ａ県に居住するＸは、折からの豪雨により増水した河川Ｂの水流が堤防を越えて自宅敷地

内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠

償を請求することとした。なお、この水害は、河川Ｂの堤防の高さが十分でなかったこと

と、河川Ｂの上流に位置する多目的ダムＣにおいて、Ａ県職員のＤが誤った放流操作（ダ

ムに溜まっている水を河川に流すこと）を行ったことの二つが合わさって起きたものであ

る。また、河川ＢとダムＣはＡ県が河川管理者として管理しているが、その費用の 2分の

1は国が負担している。この事例に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

 ア　本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵が問題となっており、Ｘが国家賠

償法 2条に基づく損害賠償を請求することができる以上、Ｄの放流操作に違法・過失があ

るとして国家賠償法１条に基づき損害賠償を請求することはできない。

イ　本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵とＤの違法な放流操作が問題となっ

ていることから、Ｘは国家賠償法 2条に基づく損害賠償を請求することもできるし、国家

賠償法１条に基づき損害賠償を請求することもできる。

ウ　本件では、河川Ｂの管理費用を国も負担しているが、管理権者はＡ県であることから、

Ｘが国家賠償法 2条に基づき損害賠償を請求する際には、Ａ県を被告としなければならず、

国を被告とすることはできない。

エ　本件では、河川Ｂの管理費用を国も負担していることから、管理権者がＡ県であると

しても、Ｘが国家賠償法 2条に基づき損害賠償を請求する際には、Ａ県を被告とすること

も国を被告とすることもできる。

オ　本件で、原告の請求が認容され、Ａ県が国家賠償法 2条に基づき賠償金の全額を支

払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償



することができる。

カ　本件で、原告の請求が認容され、Ａ県が国家賠償法 2条に基づき賠償金の全額を支

払った場合には、河川管理者がＡ県である以上、他にその損害を賠償する責任を有する者

がいるとしても、その者に対して求償することはできない。 

1.ア・ウ・オ

2.ア・ウ・カ

3.ア・エ・カ

4.イ・エ・オ

5.イ・エ・カ

平成 27 年－問題 21

住民訴訟に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 

ア　住民訴訟は、当該普通地方公共団体の住民ではない者であっても、住民監査請求をし

た者であれば、提起することが許される。

イ　住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に

専属する。

ウ　住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民が、別訴をもって

同一の請求をすることは許されない。

エ　住民訴訟は、行政事件訴訟法の定める機関訴訟であり、それに関する行政事件訴訟法

の規定が適用される。 

1.ア・イ

2.ア・ウ

3.イ・ウ

4.イ・エ

5.ウ・エ

平成 27 年－問題 22

特別区に関する次の文章の空欄［ ア ］～［ オ ］に当てはまる語句の組合せとして、正



しいものはどれか。 

［ ア ］地方公共団体の一種である特別区は、地方自治法の規定では「都」に設置される

ものとされている。指定都市に置かれる区が法人格を［ イ ］のに対して、特別区は法人

格を［ ウ ］のが特徴であり、また、特別区は公選の議会と区長を有している。

近年では、大都市地域における二重行政を解消するための手段として、この特別区制度を

活用することが提案され、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が地方自治

法の特例法として定められるに至った。

この「大都市地域における特別区の設置に関する法律」は、市町村を廃止し、特別区を設

けるための手続を定めたものであり、「［ エ ］の区域内において」も特別区の設置が認

められるようになった。手続に際しては、廃止が予定される市町村で「特別区の設置につ

いて選挙人の投票」が実施されるが、この投票で「有効投票の総数の［ オ ］の賛成が

あったとき」でなければ、特別区を設置することはできないと定められている。 

ア イ ウ エ オ

1. 特別 有しない 有する 府 3 分の 2 以上

2. 特別 有しない 有する 道府県 過半数

3. 特別 有する 有しない 府 過半数

4. 普通 有する 有しない 府 過半数

5. 普通 有しない 有する 道府県 3 分の 2 以上

平成 27 年－問題 23

条例・規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に

違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、法律の委任に基づかな

い条例を定める場合には、設けることができない。

2.普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に

違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、行政上の強制執行が許

される場合には、設けることができない。

3.普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に

違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、刑罰の種類は、罰金及

び科料に限られ、懲役や禁錮は、設けることができない。



4.普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に

違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、過料を科す旨の規定は、

設けることができない。

5.普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体

の規則中に、規則に違反した者に対し、過料を科す旨の規定を設けることはできるが、刑

罰を科す旨の規定を設けることはできない。

平成 27 年－問題 24

国の行政組織に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 

ア　国家行政組織法によれば、行政組織のために置かれる国の行政機関には、省、庁およ

び独立行政法人があり、その設置・廃止は別に法律の定めるところによる。

イ　国家行政組織法によれば、同法の定める国の行政機関には、審議会等、合議により処

理することが適当な事務をつかさどるための合議制機関を置くことができる。

ウ　内閣府設置法によれば、内閣総理大臣は、内閣府の長として、内閣府の事務を統括し、

職員の服務について統督する。

エ　国家行政組織法によれば、各省大臣は、主任の行政事務について、それぞれの機関の

命令として規則を発することができる。

オ　内閣府設置法によれば、政令のうち、特に内閣府に係る主任の事務に関わるものを内

閣府令と称し、内閣総理大臣がこれを制定する。 

1.ア・ウ

2.ア・オ

3.イ・ウ

4.イ・エ

5.エ・オ

平成 27 年－問題 25

次に挙げる行政に関連する法令の規定の空欄［ ア ］～［ エ ］に当てはまる語句の組合

せとして、正しいものはどれか。 

行政不服審査法　第      17      条　第1項　審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。



（以下略）

第3項　第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提

出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があったものと［ ア ］。

行政事件訴訟法　第      7      条　行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、

［ イ ］。

行政事件訴訟法　第      36      条　無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損

害を受けるおそれのある者［ ウ ］当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律

上の利益を有する者で、当該処分［ エ ］裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現

在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起するこ

とができる。 

ア イ ウ エ

1. 推定する 民事訴訟の例による その他 及び

2. 推定する 民事訴訟法を準用する 及び 若しくは

3. 推定する 民事訴訟法を準用する 及び 及び

4. みなす 民事訴訟の例による その他 若しくは

5. みなす 民事訴訟の例による 並びに 並びに

平成 27 年－問題 26

国家公務員に対する制裁措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.一般職公務員に対する懲戒処分については、人事院がすべての職種について処分基準を

定め、これに基づいて処分を行う。

2.一般職公務員に対する懲戒処分については、職務上の行為だけでなく、職務時間外の行

為も処分理由となりうる。

3.一般職公務員について、勤務実績がよくない場合には、懲戒処分の対象となりうる。

4.一般職公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、免職・降任・休職・減給の 4 種類で

ある。

5.一般職公務員に対して課されている政治的行為の制限に違反した場合、懲戒処分の対象

となるが、罰則は定められていない。

平成 27 年－問題 27

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはど

れか。 

ア　家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付すると



ともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。

イ　被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為

に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定め

られている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判

をすることはできない。

ウ　家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為に

ついて保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求に

よってその審判をするには、本人の同意がなければならない。

エ　家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、

本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

オ　後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、

家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、

保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、

その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。 

1.ア・イ

2.ア・オ

3.イ・ウ

4.ウ・エ

5.エ・オ

平成 27 年－問題 28

心裡留保および虚偽表示に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当

なものはどれか。

1.養子縁組につき、当事者の一方において真に養親子関係の設定を欲する意思がない場合

であっても、相手方がその真意につき善意、無過失であり、縁組の届出手続が行われたと

きは、その養子縁組は有効である。



2.財団法人（一般財団法人）の設立に際して、設立関係者全員の通謀に基づいて、出捐者

が出捐の意思がないにもかかわらず一定の財産の出捐を仮装して虚偽の意思表示を行った

場合であっても、法人設立のための当該行為は相手方のない単独行為であるから虚偽表示

にあたらず、財団法人の設立の意思表示は有効である。

3.土地の仮装譲渡において、仮装譲受人が同地上に建物を建設してその建物を他に賃貸し

た場合、建物賃借人において土地譲渡が虚偽表示によるものであることについて善意であ

るときは、土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、土地譲渡の無効を理由として建

物からの退去および土地の明渡しを求めることができない。

4.仮装の売買契約に基づく売買代金債権が他に譲渡された場合、債権の譲受人は第三者に

あたらないため、譲受人は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについ

て善意であっても、買主に対して売買代金の支払を求めることができない。

5.金銭消費貸借契約が仮装され、借主に金銭が交付されていない場合であっても、当該契

約に基づく貸金債権を譲り受けた者は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものである

ことについて善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができる。

平成 27 年－問題 29

甲土地を所有するＡとその隣地の乙土地を所有するＢとの間の相隣関係に関する記述のう

ち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、次の各場合において、別段の慣習

は存在しないものとする。 

Ａは、境界線から１メートル未満の距離* において乙土地を見通すことができる窓または

縁側（ベランダも含む）を設けることができるが、その場合には、目隠しを付さなければ

ならない。（注)* その距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境

界線に至るまでを測定して算出する。

1.甲土地に所在するＡの竹木の枝が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Ｂは、自ら

その枝を切除することができる。

2.甲土地に所在するＡの竹木の根が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Ｂは、その

根を切除することはできず、Ａにその根を切除させなければならない。

3.ＡおよびＢが甲土地および乙土地を所有する前から甲土地と乙土地の境界に設けられて

いた障壁は、ＡとＢの共有に属するものと推定されるが、その保存の費用は、Ａ・Ｂ間に

別段の約定がない限り、ＡとＢが、甲土地と乙土地の面積の割合に応じて負担する。



4.甲土地内のＡの建物の屋根から雨水が直接に乙土地に注がれる場合に、Ｂは、その雨水

が注がれることを受忍しなければならない。

 

平成 27 年－問題 30

留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれ

か。

1.Ａは自己所有の建物をＢに売却し登記をＢに移転した上で、建物の引渡しは代金と引換

えにすることを約していたが、Ｂが代金を支払わないうちにＣに当該建物を転売し移転登

記を済ませてしまった場合、Ａは、Ｃからの建物引渡請求に対して、Ｂに対する代金債権

を保全するために留置権を行使することができる。

2.Ａが自己所有の建物をＢに売却し引き渡したが、登記をＢに移転する前にＣに二重に売

却しＣが先に登記を備えた場合、Ｂは、Ｃからの建物引渡請求に対して、Ａに対する損害

賠償債権を保全するために留置権を行使することができる。

3.ＡがＣ所有の建物をＢに売却し引き渡したが、Ｃから所有権を取得して移転することが

できなかった場合、Ｂは、Ｃからの建物引渡請求に対して、Ａに対する損害賠償債権を保

全するために留置権を行使することはできない。

4.Ａが自己所有の建物をＢに賃貸したが、Ｂの賃料不払いがあったため賃貸借契約を解除

したところ、その後も建物の占有をＢが続け、有益費を支出したときは、Ｂは、Ａからの

建物明渡請求に対して、Ａに対する有益費償還請求権を保全するために留置権を行使する

ことはできない。

5.Ａが自己所有の建物をＢに賃貸しＢからＡへ敷金が交付された場合において、賃貸借契

約が終了したときは、Ｂは、Ａからの建物明渡請求に対して、Ａに対する敷金返還請求権

を保全するために、同時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできない。

平成 27 年－問題 31

代物弁済（担保目的の代物弁済契約によるものは除く。）に関する次の記述のうち、民法

の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1.債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土

地を譲渡した場合、土地所有権の移転の効果は、原則として代物弁済契約の意思表示に

よって生じる。



2.債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土

地を譲渡した場合、債務消滅の効果は、原則として移転登記の完了時に生じる。

3.債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が占有する時

計を引き渡した場合、当該時計が他人から借りた時計であったとしても、債権者が、善意、

無過失で、平穏に、かつ、公然と占有を開始したときには、時計の所有権を取得できる。

4.債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する時

計を引き渡した場合、その時計に隠れた瑕疵があるときでも、債権者は、債務者に対し瑕

疵担保責任を追及することはできない。

5.債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて手形または小切手

を交付した場合、これによって債務消滅の効果が生じるので、それらの不渡りがあっても、

債権者は、債務者に対し損害賠償を請求することはできない。

平成 27 年－問題 32

ＡがＢに対して電器製品を売却する旨の売買契約（両債務に関する履行期日は同一であり、

ＡがＢのもとに電器製品を持参する旨が約されたものとする。以下、「本件売買契約」と

いう。）に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはど

れか。

1.Ｂが履行期日を過ぎたにもかかわらず売買代金を支払わない場合であっても、Ａが電器

製品をＢのもとに持参していないときは、Ａは、Ｂに対して履行遅滞に基づく損害賠償責

任を問うことはできない。

2.Ａが履行期日に電器製品をＢのもとに持参したが、Ｂが売買代金を準備していなかった

ため、Ａは電器製品を持ち帰った。翌日ＡがＢに対して、電器製品を持参せずに売買代金

の支払を求めた場合、Ｂはこれを拒むことができる。

3.Ｂが予め受領を拒んだため、Ａは履行期日に電器製品をＢのもとに持参せず、その引渡

しの準備をしたことをＢに通知して受領を催告するにとどめた場合、Ｂは、Ａに対して、

電器製品の引渡しがないことを理由として履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことはで

きない。

4.履行期日にＡが電器製品を持参したにもかかわらず、Ｂが売買代金の支払を拒んだ場合、

Ａは、相当期間を定めて催告した上でなければ、原則として本件売買契約を解除すること

ができない。



5.履行期日になってＢが正当な理由なく売買代金の支払をする意思がない旨を明確に示し

た場合であっても、Ａは、電器製品の引渡しの準備をしたことをＢに通知して受領を催告

しなければ、Ｂに対して履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことができない。

平成 27 年－問題 33

Ａは、自己所有の甲建物をＢに贈与する旨を約した（以下、「本件贈与」という）。この

場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

1.本件贈与が口頭によるものであった場合、贈与契約は諾成契約であるから契約は成立す

るが、書面によらない贈与につき贈与者はいつでも撤回することができるため、甲がＢに

引き渡されて所有権移転登記手続が終了した後であっても、Ａは本件贈与を撤回すること

ができる。

2.本件贈与が書面によるものであるというためには、Ａの贈与意思の確保を図るため、Ａ

Ｂ間において贈与契約書が作成され、作成日付、目的物、移転登記手続の期日および当事

者の署名押印がされていなければならない。

3.本件贈与につき書面が作成され、その書面でＡが死亡した時に本件贈与の効力が生じる

旨の合意がされた場合、遺言が撤回自由であることに準じて、Ａはいつでも本件贈与を撤

回することができる。

4.本件贈与につき書面が作成され、その書面でＢがＡの老後の扶養を行うことが約された

場合、ＢがＡの扶養をしないときであっても、甲の引渡しおよび所有権移転登記手続が終

了していれば、Ａは本件贈与を解除することができない。

5.本件贈与につき書面が作成され、その書面で、ＢがＡの老後の扶養を行えばＡが死亡し

た時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、Ｂが上記の負担を全部またはこれ

に類する程度まで履行したときであっても、特段の事情がない限り、Ａは本件贈与を撤回

することができる。

平成 27 年－問題 34

Ａ（3歳）は母親Ｂが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Ｃの運転するスピード違反

の自動車に轢(ひ)かれて死亡した。ＣがＡに対して負うべき損害賠償額（以下、「本件損

害賠償額」という。）に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当な

ものはどれか。



1.本件損害賠償額を定めるにあたって、Ａ自身の過失を考慮して過失相殺するには、Ａに

責任能力があることが必要であるので、本件ではＡの過失を斟酌することはできない。

2.本件損害賠償額を定めるにあたって、Ａ自身の過失を考慮して過失相殺するには、Ａに

事理弁識能力があることは必要でなく、それゆえ、本件ではＡの過失を斟酌することがで

きる。

3.本件損害賠償額を定めるにあたって、ＢとＡとは親子関係にあるが、ＢとＡとは別人格

なので、Ｂが目を離した点についてのＢの過失を斟酌することはできない。

4.本件損害賠償額を定めるにあたって、Ａが罹患(りかん)していた疾患も一因となって死

亡した場合、疾患は過失とはいえないので、当該疾患の態様、程度のいかんにかかわらず

Ａの疾患を斟酌することはできない。

5.本件損害賠償額を定めるにあたって、Ａの死亡によって親が支出を免れた養育費をＡの

逸失利益から控除することはできない。

平成 27 年－問題 35

婚約、婚姻および離婚に関する以下の相談に対する回答のうち、民法の規定および判例に

照らし、妥当なものの組合せはどれか。 

ア　＜相談＞　私はＡとの婚約にあたりＡに対して結納金 100万円を贈与したのですが、

結局は婚姻に至りませんでした。私はＡに対して結納金 100万円の返還を請求できるで

しょうか。

＜回答＞　結納は婚姻の成立を確証し、併せて当事者間の情宜を厚くする目的で授受され

る一種の贈与とされています。婚姻が解消された場合には原則として返還すべきものです

ので、あなたには結納金の返還を請求できる権利があります。

イ　＜相談＞　私は事実婚状態にあったＢと合意のうえ入籍することにして婚姻届を作成

しましたが、提出前にＢは交通事故に遭い、現在昏睡状態にあります。こうした状態でも

先に作成した婚姻届を提出すれば、私はＢと正式に婚姻できるのでしょうか。

＜回答＞　判例によれば、婚姻が有効に成立するためには、届出時点における当事者の婚

姻意思が必要です。婚姻届作成後に翻意したというような特段の事情がないとしても、現

在Ｂは意思能力を欠いた状態ですので、婚姻届を提出したとしても婚姻の効力は生じませ

ん。

ウ　＜相談＞　私は配偶者Ｃとの間に子がいますが、Ｃは5年前に家を出て他で生活して



おり、子の養育費はすべて私が負担しています。Ｃに対して離婚訴訟を提起するにあたり、

併せてこの間の養育費の支払いを求めることができるでしょうか。

＜回答＞　子の監護に要する費用は、婚姻から生じる費用です。婚姻費用の請求は婚姻の

継続を前提とする請求であるのに対して、離婚訴訟は婚姻の解消を目指す訴訟ですから、

このように性質が異なる訴訟を一緒に行うことはできません。離婚を申し立てる前に、監

護費用の支払いを求める訴えを別途提起する必要があります。

エ　＜相談＞　私と配偶者であるＤとの婚姻関係は既に破綻しており、離婚にむけて協議

を進めています。Ｄ名義のマンションを私に贈与することをＤと私とは書面により合意し

たのですが、離婚届を提出する前日になって、Ｄは、この贈与契約を取り消すと言ってき

ました。Ｄの取り消しは認められるのでしょうか。

＜回答＞　民法の規定によれば夫婦間の契約は婚姻中いつでも取り消すことができますが、

その趣旨は、夫婦間の約束事に法は介入すべきではなく、当事者の道義に委ねるべきだと

いうものです。婚姻が実質的に破綻しているような場合にはこの趣旨は妥当しませんので、

Ｄはマンションの贈与契約を取り消すことができません。 

1.ア・イ

2.ア・エ

3.イ・ウ

4.イ・エ

5.ウ・エ

平成 27 年－問題 36

運送営業および場屋営業に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているもの

はどれか。

1.運送人は、自己もしくは運送取扱人またはその使用人その他運送のために使用する者が、

運送品の受取り、引渡し、保管および運送に関して注意を怠らなかったことを証明するの

でなければ、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う。

2.運送品が高価品であるときに、荷送人が運送を委託するにあたり、運送品の種類および

価額を明告していなければ、運送人はその運送品に生じた損害を賠償する責任を負わない。



3.場屋の営業主は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らな

かったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。

4.客が特に寄託しない物品であっても、客が場屋内に携帯した物品が場屋の営業主または

その使用する者の不注意によって損害を受けたときは、場屋の営業主はその物品に生じた

損害を賠償する責任を負う。

5.場屋の営業主が寄託を受けた物品が高価品であるときは、客がその種類および価額を明

告してこれを場屋の営業主に寄託したのでなければ、場屋の営業主はその物品に生じた損

害を賠償する責任を負わない。

平成 27 年－問題 37

株式会社の設立に関する次のア～オの記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当なものの

組合せはどれか。 

ア　発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、

その全員の同意を得なければならない。

イ　複数の発起人がいる場合において、発起設立の各発起人は、設立時発行株式を1株以

上引き受けなければならないが、募集設立の発起人は、そのうち少なくとも1名が設立時

発行株式を1株以上引き受ければよい。

ウ　発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても、発行可能株式総数を

定款で定めていないときには、株式会社の成立の時までに、定款を変更して発行可能株式

総数の定めを設けなければならない。

エ　設立時取締役その他の設立時役員等が選任されたときは、当該設立時役員等が会社設

立の業務を執行し、またはその監査を行う。

オ　発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても、発起人でない者が、

会社設立の広告等において、自己の名または名称および会社設立を賛助する旨の記載を承

諾したときには、当該発起人でない者は発起人とみなされ、発起人と同一の責任を負う。

1.ア・ウ

2.ア・エ

3.イ・エ



4.イ・オ

5.ウ・オ
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取締役会設置会社（委員会設置会社を除く。）であり、種類株式発行会社でない株式会社

の単元株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1.株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会にお

いて一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることがで

きる。

2.株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を

行使することができない旨を定款で定めることができない。

3.単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有す

る単元未満株式を買い取ることを請求することができる。

4.単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有す

る単元未満株式と併せて単元株式となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

5.株式会社が単元株式数を減少し、または単元株式数についての定款の定めを廃止すると

きは、取締役会の決議によりこれを行うことができる。

平成 27 年－問題 39

種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設

置会社の監査役の選任および解任に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っ

ているものはどれか。なお、定款には別段の定めがないものとする。

1.監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する

株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行わなけれ

ばならない。

2.代表取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意

を得なければならない。

3.監査役は、取締役に対して、監査役の選任を株主総会の目的とすること、または監査役

の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。



4.監査役を解任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する

株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の3分の 2以上に当たる多数の決議

をもって行わなければならない。

5.監査役は、株主総会に当該監査役の解任議案が提出された場合のほか、他の監査役の解

任議案が提出された場合も、株主総会において、当該解任について意見を述べることがで

きる。

平成 27 年－問題 40

次の事項のうち、会社法の規定に照らし、登記を必要とする事項はどれか。

1.支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名

2.補欠取締役を選任するときは、その者の氏名

3.代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容

4.株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社と

なる旨

5.会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、そ

の旨

平成 27 年－問題 41

次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄［ ア ］～［ エ ］に当てはまる語句を、

枠内の選択肢（1～20）から選びなさい。

公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供して

その教養を高めること等を目的とする［ ア ］ということができる。

そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、

独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき［

イ ］を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や

個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な［ イ ］に反

するものといわなければならない。

他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための［ ア ］である

ということは、そこで閲覧に供された図書の［ ウ ］にとって、その思想、意見等を［ エ

］する［ ア ］でもあるということができる。

したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を［ ウ ］の思想や信条



を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該［ ウ ］が著作物によっ

てその思想、意見等を［ エ ］する利益を不当に損なうものといわなければならない。

そして、［ ウ ］の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であるこ

とにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている［ ウ ］が

有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図

書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な［ イ ］に反し、［ ウ

］又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、

当該図書の［ ウ ］の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるとい

うべきである。

（最判平成 17年 7月 14日民集 59巻 6号 1569 頁）

1. 読者

2. 客観的良心

3. 制度的保障

4. 公衆に伝達

5. 道義上の責務

6. 啓発施設

7. 政治倫理

8. 出版者

9. 利用者

10. 学習施設

11. 研究者

12. 世論に訴求

13. 職務上の義務



14. 図書館の自由

15. 著作者

16. 有効に批判

17. 教育の場

18. 無料で収集

19. 公的な場

20. 広汎に流通
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次の文章の空欄［ ア ］～［ エ ］に当てはまる語句を、枠内の選択肢（1～20）から選

びなさい。

［ ア ］は、［ イ ］ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請

求の対象ともならないとされてきた。しかし、［ ア ］についても、これに従わない場合

について、［ ウ ］が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及

ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、［ エ ］に根拠を有する［ ア

 ］のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが［ エ ］に定める要件に適合

しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この

申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認めら

れるときは、その［ ア ］の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、［ ウ

］がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。ま

た、これと並んで、違法行為の是正のための［ イ ］や［ ア ］がなされていないと思料

する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。

1. 即時強制

2. 命令

3. 刑事処罰

4. 過料の徴収

5. 代執行

6. 行政調査

7. 法律



8. 法規命令

9. 行政指導

10. 強制執行

11. 契約

12. 強制

13. 処分

14. 不作為

15. 処分基準

16. 条例

17. 公表

18. 要綱

19. 規則

20. 実力行使
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次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄［ ア ］～［ エ ］に当てはまる語

句を、枠内の選択肢（1～20）から選びなさい。

建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、関

係地方公共団体により建築主に対し、付近住民と話合いを行って円満に紛争を解決するよ

うにとの内容の行政指導が行われ、建築主において［ ア ］に右行政指導に応じて付近住

民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確

認処分を［ イ ］することについてまで［ ア ］に同意をしているものとみるのは相当で

ない。しかしながら、･･･関係地方公共団体において、当該建築確認申請に係る建築物が

建築計画どおりに建築されると付近住民に対し少なからぬ日照阻害、風害等の被害を及ぼ

し、良好な居住環境あるいは市街環境を損なうことになるものと考えて、当該地域の生活

環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲

歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が［ ア ］にこれに応じているものと認められ

る場合においては、［ ウ ］上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に

対する確認処分を［ イ ］し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これを

もつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。

もつとも、右のような確認処分の［ イ ］は、建築主の［ ア ］の協力・服従のもとに行

政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主にお

いて自己の申請に対する確認処分を［ イ ］されたままでの行政指導には応じられないと

の意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強

いることは許されない筋合のものであるといわなければならず、建築主が右のような行政



指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行

政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協

力が［ ウ ］上正義の観念に反するものといえるような［ エ ］が存在しない限り、行政

指導が行われているとの理由だけで確認処分を［ イ ］することは、違法であると解する

のが相当である。

（最一小判昭和 60年 7月 16日民集 39巻 5号 989 頁）

1. 強制

2. 慣習法

3. 社会通念

4. 特段の事情

5. 通知

6. 悪意

7. 事実の認定

8. 法令の解釈

9. 併合

10. 衡平

11. 善意

12. 政策実施

13. 任意

14. 適用除外

15. 却下

16. 先例

17. 拒否

18. 審査請求

19. 留保

20. 信頼保護
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Ｘは、Ｙ県内で開発行為を行うことを計画し、Ｙ県知事に都市計画法に基づく開発許可を

申請した。しかし、知事は、この開発行為によりがけ崩れの危険があるなど、同法所定の

許可要件を充たさないとして、申請を拒否する処分をした。これを不服としたＸは、Ｙ県

開発審査会に審査請求をしたが、同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する裁

決をした。このため、Ｘは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した。

このうち、裁決取消訴訟の被告はどこか。また、こうした裁決取消訴訟においては、一般

に、どのような主張が許され、こうした原則を何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。 

平成 27 年－問題 45

権原の性質上、占有者に所有の意思のない他主占有が、自主占有に変わる場合として 2つ

の場合がある。民法の規定によると、ひとつは、他主占有者が自己に占有させた者に対し



て所有の意思があることを表示した場合である。もうひとつはどのような場合か、40字

程度で記述しなさい。 
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ＡとＢは婚姻し、3年後にＢが懐胎したが、その頃から両者は不仲となり別居状態となり、

その後にＣが出生した。Ｂは、ＡにＣの出生を知らせるとともに、Ａとの婚姻関係を解消

したいこと、Ｃの親権者にはＢがなること、およびＡはＣの養育費としてＢに対し毎月

20万円を支払うことを求め、Ａもこれを了承して協議離婚が成立した。ところが離婚後、

Ａは、Ｂが別居を始める前から他の男性と交際していたことを知り、Ｃが自分の子である

ことに疑いを持った。

このような事情において、Ｃが自分の子でないことを確認するため、Ａは誰を相手として、

いつまでに、どのような手続をとるべきか。民法の規定および判例に照らし、とるべき法

的手段の内容を 40字程度で記述しなさい。 
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国際連合と国際連盟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1.国際連合では太平洋憲章が、国際連盟ではローズヴェルトの平和原則14か条が、それ

ぞれ成立に至るまでの過程において出された。

2.国際連合ではアメリカのニューヨークに、国際連盟ではフランスのパリに、それぞれ本

部が設置された。

3.国際連合では日本は原加盟国ではなく現在まで安全保障理事会の常任理事国でもないが、

国際連盟では原加盟国であり理事会の常任理事国でもあった。

4.国際連合では米・英・仏・中・ソの5大国がすべて原加盟国となったが、国際連盟では

アメリカは途中から加盟しソ連は加盟しなかった。

5.国際連合では制裁手段は経済制裁に限られているが、国際連盟では制裁手段として経済

制裁と並んで軍事制裁も位置づけられていた。

平成 27 年－問題 48

日本の選挙に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.衆議院議員総選挙は、衆議院議員の 4年の任期満了時と、衆議院の解散がなされた場合

に行われる。



2.参議院議員通常選挙は、参議院議員の 6年の任期満了時に行われるが、3年ごとに半数

を入れ替えるため、3年に1回実施される。

3.比例代表により選出された衆議院議員は、所属する政党を離党し、当該選挙における他

の衆議院名簿届出政党に所属した時でも、失職しない。

4.最高裁判所裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、国民審査

に付される。

5.国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を有している者は、外国

にいながら国政選挙で投票することができる。
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日本の貧困ならびに生活困窮に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1.生活保護世帯のうち、単身高齢者世帯の割合は高く、現在、保護世帯全体のおおよそ 4

割を占めている。

2.政府が、貧困問題解消に向けて最低賃金の基準引上げを行った結果、近年、年間 200万

円未満の給与所得者数は減少傾向にある。

3.一国における相対的貧困率とは、上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低

所得者の所得の比率をいい、日本ではおおよそ10％とされる。

4.絶対的貧困とは、ある人の所得が、その国の国民平均所得の1割に満たない状態をいい、

日本では国民の 6人に1人が、この状態にある。

5.社会との繋がりを持てず、生活を成り立たせることが難しい人々への支援に向けて、生

活困窮者自立支援法案が国会に提出されたが、財政難を理由に成立は見送られた。

平成 27 年－問題 50

今日の日本経済に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1.国内総生産（GDP）とは、一定期間に一国で産み出された付加価値の合計額をいうが、

日本の名目GDPの水準は、おおよそ年間 500兆円である。

2.生産要素とは、財・サービスの生産に用いられる資源をいい、具体的には土地・資本・

情報の三つを指すが、日本の経済成長に最も寄与しているのは情報である。

3.日本の国内総生産を産業別にみると、自動車産業をはじめとした製造業の占める割合が

最も高く、現在も 4割を超えている。



4.日本の産業別就業者割合をみると、機械化・ＩＴ化により、製造業就業者割合は減少し

ており、他方で、サービス業への就業者割合は 8割を超えている。

5.日本では、総支出のうち、国内での消費、投資、政府支出の割合は 6割程度であり、4

割が海外への輸出となっている。
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いわゆる空き家に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1.空家特措法* では、「空家」とは居住その他の使用が10年以上なされていない家屋の

ことであると規定されている。

2.小規模宅地は、更地と比べて、固定資産税が最大で 4分の1にまで優遇されるが、これ

は、住宅が空き家となっている宅地についても適用される。

3.都道府県は、「空家」に関するデータベースを整備し、「空家」の状況を把握、管理す

ることが、空家特措法で義務づけられている。

4.自治体のなかには、空家特措法が制定される以前から、空き家に関する条例を制定し、

その管理や活用を図る取組みを行っている例がある。

5.人口減少とともに空き家は年々増加しており、その割合は全国の住宅の3割を超えてい

る。

（注）*　空家等対策の推進に関する特別措置法 

平成 27 年－問題 52

日本の島に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.日本の最東端の島は、沖ノ鳥島である。

2.日本の最西端の島は、与那国島である。

3.日本の最南端の島は、南鳥島である。

4.日本の最北端の島は、利尻島である。

5.日本の最南端の有人島は、父島である。

平成 27 年－問題 53

日本における高齢者（65歳以上）に関する次のア～エの記述のうち、誤っているものの

組合せはどれか。

ア　平成 25（2013）年10月 1日現在の高齢者人口は、人口全体の 4分の1を超えてい

る。



イ　平成 22（2010）年の国別高齢化率で、日本はイタリア、ドイツに次いで世界第3位、

アジア圏では第1位である。

ウ　平成 25（2013）年の都道府県別の高齢者人口統計によれば、高齢者人口が最も多い

のは東京都である。

エ　平成 25（2013）年の一般刑法犯検挙人員中、年齢別分布で見ると 20 歳代のグルー

プに次いで 65歳以上のグループが第 2位を占めている。 

1.ア・ウ

2.ア・エ

3.イ・ウ

4.イ・エ

5.ウ・エ

 

平成 27 年－問題 54

情報公開法*1 および公文書管理法*2 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ

か。

1.情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文書管理法は情報

公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も設けていることから、現在のみ

ならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。

2.公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の管理、歴史公文書等の

保存、利用等を定めているが、独立行政法人等の文書管理は定めていない。

3.公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、

または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものを「特定歴史公文書等」と定

義し、永久保存の原則を定めている。

4.情報公開法は行政文書の開示請求権および開示義務を定め、公文書管理法は特定歴史公

文書等の利用請求があったときの対応義務を定めている。

5.情報公開法は、従前は行政文書の公開およびその管理についての規定も設けていたが、

公文書管理法の制定に伴い管理の規定は削除された。



（注）

*1　行政機関の保有する情報の公開に関する法律

*2　公文書等の管理に関する法律 

平成 27 年－問題 55

情報セキュリティの用語に関する次の説明のうち、妥当でないものはどれか。

1.ウィキリークス

政治、行政、ビジネス、宗教などに関する機密情報を匿名で公開するウェブサイトの一つ

であり、アメリカ政府の外交機密文書が公開されるなど話題となった。

2.IPアドレス

通信する相手（コンピュータ）を一意に特定するため、インターネットに直接接続される

コンピュータに割り振られる固有の数値をいう。

3.フィッシング

電子メールやＷＷＷを利用した詐欺の一種で、悪意の第三者が企業等を装い、偽のサイト

に誘導し、クレジットカード等の情報を入力させて盗み取る手法をいう。

4.公開鍵暗号

暗号化と復号のプロセスにそれぞれ別個の鍵（手順）を使って、片方の鍵を公開できるよ

うにした暗号方式である。

5.ファイアウォール

火事の際の延焼を防ぐ「防火壁」から取られた用語で、企業などが管理するサーバ・マシ

ンを物理的に取り囲んで保護する装置をいう。

平成 27 年－問題 56

行政機関個人情報保護法* に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 

ア　この法律は、行政機関ではない会計検査院には適用されない。

イ　この法律は、行政機関の長に対し、公的個人認証の方法による安全管理措置を講じる

よう義務づけている。

ウ　個人は成人にならなくとも、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本

人とする保有個人情報の開示を請求することはできる。

エ　開示請求をする者は、開示にかかる手数料を実費の範囲内で納めなければならない。



1.ア・イ

2.ア・ウ

3.イ・ウ

4.イ・エ

5.ウ・エ

（注）*　行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

平成 27 年－問題 57

位置情報に関する次の記述のうち、明らかに妥当でないものはどれか。

1.位置情報とは、空間上の特定の地点または区域の位置を示す情報をいい、当該情報に係

る時点に関する情報を含む。

2.電気通信事業者は、利用者の位置情報を第三者に提供するには原則として利用者の同意

が必要だが、生命身体切迫時には人命救助の見地から同意なく提供できる。

3.電気通信事業者は、通信サービスの契約者が端末を所持する者の同意を得ることなく、

他者位置検索サービスを用いて端末のGPS* 位置情報を第三者に取得させることが自由に

できる。

4.移動体の位置情報には、大きく基地局にかかる位置情報とGPS位置情報の二種があるが、

GPS位置情報は通信の秘密には該当しないと解されている。

5.個人にかかる位置情報は、精度が詳細で、連続して集積されればされるほどプライバ

シー性が高まるという特徴を持っている。

（注）*　GPS＝Global Positioning System の略。全地球測位システムともいう。 

平成 27 年－問題 58

本文中の空欄［　Ⅰ　］～［　Ⅳ　］には、それぞれあとのア～エのいずれかの文が入る。

その組合せとして適当なものはどれか。 

負としての老いを克服し、老いに価値を見出すために、さまざまな観点が提案され てき

た。老人の知恵であるとか、歳を重ねたもののよさ、味わい深さとか。たしかに、これら

の観点は重要であろう。そこには、歳をとり、老いることによって初めて可能となるよう

な在り方が示唆されていると思われる。しかし、老いた者がすべて知恵をたくわえ、深い

味わいを感じさせるわけではあるまい。（中略）



［　Ⅰ　］しかし、われわれの在り方はひとえに能力に尽きるのであろうか。もしそうで

あるなら、たとえば半身不随になり話すこともできない者は、 自らの在り方をただただ

負として見なし、あるいは見なされることになる。あるひとの能力が下降しても、そのひ

とはそのひとである。そのひとの在り方は、そのひとの能力に尽きるものではない。生ま

れてきた赤ん坊が愛おしいのは、その在り方そのものが愛おしいのであって、その赤ん坊

が将来優れた人間になると期待できるから愛おしいのではない。同様に、老いた人びとが

大切なのは、彼らが知恵をわきまえているからでも、世故にたけているからでもない。老

いた人びとが今まさにこうして在ることそれ自体に意味があるのである。

［　Ⅱ　］若い人びとは当然そう反発するにちがいない。その反発は半分正しく、半分間

違っている。われわれの在り方が能力によって計られるべきだと考えるひとにとって、老

いは負であり続ける。彼はその在り方を豊かにするという発想をもてぬまま生き、老いを

迎えたのである。当人自身がその老いを忌避し、否定しているがゆえに、その老いは美し

くない。歳をとることがひとを醜くしている。その意味で、右の反発は当たっている。

［　Ⅲ　］しかし、同時にわれわれの在り方は日ごとに豊かになりうる。赤ん坊や子ども

や、人びとや老人が愛おしいのは、われわれと共にそこに在ることによってである。共に

在り、豊かな関係を結びうるからこそ、その瞬間が貴重で、彼らが愛おしいのである。歳

を経たとは、そのような豊かな関係を数多く生きてきたということである。ここでいう

「豊かな」とは、いつでも他者がわれわれの傍らに歩みきたり、そこに在り続けることで、

その関係が復活させられるような在り方のことである。

［　Ⅳ　］金があるからでもなく、才能が衰えないからでもなく、そのひとがそこにそう

して在ることが愛おしいがゆえに、その傍らに在り続けるのである。老いを迎えたとき、

傍らに在り続けてくれる他者に数多く恵まれているひとは、美しく老いたと言えるだろう。

こう考えられるならば、歳をとることも悪くはない。このとき、われわれは老いを自然な

在り方として過不足なく捉えることができるのではなかろうか。

（池上哲司「傍らにあること　老いと介護の倫理学」より）



ア　歳をとることによる能力の下降は避けがたい。

イ　長生きをして、歳をとればいいというものではない。

ウ　われわれの在り方を能力の観点から見ているかぎり、老いは負でしかない。

エ　あるひとの傍らに在り続けるとは、あるひとを無条件に肯定することである。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
1. ア ウ イ エ

2. ア エ ウ イ

3. イ エ ウ ア

4. ウ イ ア エ

5. ウ イ エ ア

平成 27 年－問題 59

本文中の空欄　　　　に入る文章を、あとのア～エを並べ替えて作る場合、その順序と

して適当なものはどれか。 

日本で初めてのノーベル賞受賞者である物理学者、湯川秀樹さんは中間子というものの存

在を夢の中で思いついたのだそうです。（中略）

客観世界の、それも目に見えない極微の世界の構造が、湯川さんの頭の中では見えていた

のです。しかも、ここがわからない、というところもちゃんとわかっていたのです。ま、

もっともわかるといっても理論の世界ですから、わかったぞ！と思った後は、陽子と中性

子の相互関係を数学的に計算して、その力やその大きさがどのくらいでなければならない

か、という裏付けをやらなければならず、その結果、その力はどれくらい、その大きさは

電子の二〇〇倍くらい、などという具体的な予測に発展するわけですが、核子を結びつけ

るきずなの、おおよその様子、おおよその仕組みが、夢の中でわかったのだそうです。

（中略）

このようなわかり方はよく「直感的にわかる」、というふうに表現されます。　　　　

飛躍があって答えに到達しているのでは決してなく、心は心なりにある必然的な方法で、

疑問を処理し、答えに到達しているのです。ただ、その経過が意識されていないだけです。

（山鳥重「「わかる」とはどういうことか－認識の脳科学」より）



ア　答えは外にも中にもないのです。ちゃんと自分で作り出すのです。

イ　あるいは答えが頭のどこかにあって、その答えに直達する、ということでもありませ

ん。

ウ　直感的にわかる、といっても外の世界から答えが頭の中へ飛び込んでくるわけではあ

りません。

エ　ただ、その作り出す筋道が自発的な心理過程に任されていて、意識的にその過程が追

いかけられないとき、われわれはほかに表現のしようがないので、直感的にわかった、と

いう表現を使うのです。

1.ア→イ→エ→ウ

2.ア→エ→ウ→イ

3.イ→ア→エ→ウ

4.ウ→イ→ア→エ

5.ウ→エ→イ→ア

平成 27 年－問題 60

本文中の空欄［　Ⅰ　］～［　Ⅳ　］に入る言葉の組合せとして適当なものはどれか。 

作者、それも近代的な意味でいう作者の誕生は、コロンブスの航海と切り離して考 える

ことはできません。いきなりなにを、と驚かれるかもしれないので、まず順を追って話を

させていただきます。まず近代的ではない作者とはどういうものだったのか。中世におい

ては、それぞれの分野に権威とみなされる存在がいました。修辞学ではローマ時代のキケ

ロ、弁証法とか哲学ではアリストテレス、天文学ではプトレマイオス、文法ではローマ時

代の詩人たちなどです。もちろん神学の場合は、聖書あるいは福音書の作者たちが権威の

源泉でした。とにかくこういういろいろな分野に、権威ある人物とか書物が存在した中世

において、作者というのは、権威ある書物についての該博な知識をもち、それを［　Ⅰ

　］できる人間でした。なにか出来事なり現象が生じた場合、それを過去の権威あるいは

権威ある書物と照らしあわせて、過去の権威にもとづいてアレゴリカルな解釈のできる人



間、それが中世的意味でいう作者でした。なにか個人的な体験があったとします。そうし

た体験を、中世の作者は、たとえばそれは聖書のここに書いている事件と符合するとか、

イエスの生涯のこの時期のこれと同じであるということを確認して、意味づけることがで

きたのです。

ところがコロンブスの航海ののち、意味づけができないものが、どんどん西欧に入ってく

る。もちろん、新世界での出来事を、過去の権威ある書物に引き寄せて解釈する試みは決

して途絶えたわけでもなく破綻を宣告されたわけでもなかったのですが、にもかかわらず、

過去の権威ある書物では［　Ⅱ　］しきれないことがでてくる。ヨーロッパ人には未知の

ものが伝えられてくる。たとえば探検家が新世界にゆき、その地で見慣れないものを発見

する。原住民にきいてみると、これはトマトでありポテトであるという。そういうはじめ

てのものがヨーロッパに伝えられたときの衝撃は容易に想像できます。つまり過去の権威

は完全無欠ではないとわかってしまった。かわりに、「原住民にきいたら、これはポテト

だといった」という個人的な体験に、最大最高の価値が付与されるようになります。わた

しはそこに行ってきた。見てきた。聞いてきた。こうした体験を［　Ⅲ　］することに

よって、その人間はいわば権威の拠り所となったのです。

かくしてみずからを権威の拠り所とする近代的作者が、新世界の「発見」とともに誕生し

たのです。ただ、ここでも誤解のないよう付け加えれば、これは、西欧で、は小説家の先

祖が、みな、新大陸の探検家か冒険家あるいは旅行者であるということではありません。

そうではなくて、新世界の消息を伝えるというかたちで、経験だけを拠り所とする文化領

域が新たに誕生し、それが、自己のみを権威の拠り所とする近代的作者の可能性を［　Ⅳ

］することになったということです。

（大橋洋一「新文学入門」より）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
1. 応用 理解 通達 示唆

2. 応用 対応 報告 導入

3. 体験 理解 報告 承認

4. 解釈 想像 通達 導入



5. 体験 対応 論証 承認


